


一
．

今
年
の
加
茂
市
の
大
き
な
課
題
は
、
何
と
い
っ
て
も
、

県
立
加
茂
病
院
の
建
て
替
え
に
よ
り
、
新
し
い
加
茂
病

院
の
建
設
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

県
央
基
幹
病
院
よ
り
も
先
に
新
し
い
加
茂
病
院
を
建

て
る
こ
と
と
さ
れ
た
泉
田
知
事
さ
ん
の
御
英
断
に
対
し

ま
し
て
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
は
じ
め
に
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の

は
、
一
月
十
四
日
に
、
佐
藤
田
上
町
長
さ
ん
と
私
加
茂

市
長
が
連
名
で
泉
田
知
事
さ
ん
と
柄
沢
県
議
会
議
長
さ

ん
に
対
し
、「
病
児
保
育
園
」
を
新
し
い
加
茂
病
院
の
中

に
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
要
望
書
を
提
出
い
た

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
一
月
十
九
日
に
泉
田
知
事
さ
ん
か

ら
「
そ
の
よ
う
に
し
た
い
」
旨
の
承
諾
の
御
返
事
が
あ

っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

泉
田
知
事
さ
ん
の
機
敏
な
御
承
諾
に
対
し
、
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
県
当
局
と
一
緒
に
つ

め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
「
病
児
保
育
園
」
の
建
設
と
運
営
の
経
費
は
、

加
茂
市
と
田
上
町
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

佐
藤
田
上
町
長
さ
ん
と
私
が
提
出
し
た
要
望
書
は
、

こ
の
広
報
か
も
一
月
号
に
載
せ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
御

覧
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
新
し
い
加
茂
病
院
は
、
一
度
建
設
い
た
し
ま

す
と
、
今
度
は
、
耐
震
構
造
の
建
物
で
す
の
で
、
お
そ

ら
く
今
後
六
十
年
な
い
し
百
年
は
建
て
替
え
る
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
最
初
に
立
派
な
病
院
を
建
て
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
新
し
い
病
院
の
内
容
は
、

こ
れ
か
ら
数
か
月
の
間
に
決
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
月
十
四
日
に
は
、
新
し
い
病
院
の
基
本
設
計
が
発

表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
相
当
な
も
の
で
は
あ

り
ま
す
が
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
か
な
り
多
く

あ
り
、
将
来
に
大
き
な
禍
根
を
残
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
私
は
、
早
速
一
月
十
六
日
に
泉
田
知
事
さ
ん

に
対
し
、
要
望
書
を
提
出
い
た
し
ま
し
た
。

私
が
提
出
し
た
要
望
書
と
県
の
基
本
設
計
の
す
べ
て

は
、
こ
の
広
報
か
も
一
月
号
に
載
せ
て
あ
り
ま
す
の
で

ご
覧
く
だ
さ
い
。

私
が
提
出
し
た
要
望
書
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
要
望
が
実
現
し
な
い
と
、
せ
っ
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か
く
造
る
新
し
い
加
茂
病
院
が
極
め
て
不
十
分
な
も
の

に
な
る
こ
と
は
、
皆
様
が
御
覧
に
な
れ
ば
御
同
意
い
た

だ
け
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

㈠

県
の
基
本
設
計
で
は
、
新
し
い
加
茂
病
院
は
、
四
階

建
て
、
一
部
五
階
建
て
で
、
六
階
に
多
目
的
ラ
ウ
ン
ジ

の
つ
い
た
も
の
で
、
延
床
面
積
一
万
三
千
㎡
で
あ
る
が
、

こ
れ
で
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
り
、
完
全
五
階
建
て
で

延
床
面
積
一
万
五
千
㎡
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

最
近
新
し
く
建
て
替
え
ら
れ
た
福
井
県
鯖
江
市
に

あ
る
公
立
丹
南
病
院
は
、
県
立
加
茂
病
院
と
同
規
模

の
百
七
十
九
床
の
病
院
で
あ
る
が
、
延
床
面
積
は
一

万
五
千
七
十
㎡
で
あ
り
、
県
の
基
本
設
計
の
一
万
三

千
㎡
は
狭
す
ぎ
る
。

㈡

加
茂
病
院
は
現
在
百
八
十
床
で
あ
る
が
、
県
の
基

本
設
計
で
は
、
療
養
病
床
を
三
十
床
か
ら
五
十
床
に

増
や
し
、
新
た
に
緩
和
ケ
ア
病
床
三
十
床
を
設
け
る

た
め
、
五
十
床
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
分
、
一
般
病

床
を
百
五
十
床
か
ら
百
床
に
五
十
床
減
ら
す
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
し
い
加
茂
病
院
は
立
派

で
重
要
な
病
院
で
あ
る
う
え
に
、
救
命
救
急
セ
ン
タ

ー
併
設
の
基
幹
病
院
の
第
一
の
補
完
病
院
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
は
小
規
模
の
も
の
で
、

病
床
数
が
十
九
床
し
か
な
い
の
で
、
こ
こ
へ
搬
送
さ
れ

て
来
る
救
急
患
者
は
短
期
間
で
加
茂
病
院
へ
搬
送
さ

れ
て
来
る
。
立
派
に
な
っ
た
加
茂
病
院
に
は
、
直
接
搬

送
さ
れ
て
来
る
救
急
患
者
も
多
く
な
る
。
そ
う
な
る
と

百
床
で
は
と
て
も
足
り
な
い
。
従
っ
て
、
一
般
病
床
を

五
十
床
足
し
て
元
の
百
五
十
床
に
戻
し
、
そ
の
結
果
加

茂
病
院
の
全
体
の
病
床
数
を
百
八
十
床
か
ら
五
十
床

以
上
増
や
し
、
二
百
三
十
床
以
上
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
一
方
、
厚
生
労
働
省
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
県
央
地

域
に
は
、
七
十
八
床
の
余
裕
が
あ
る
の
で
、
こ
の
う
ち

五
十
床
以
上
を
加
茂
病
院
で
増
や
す
べ
き
で
あ
る
。

㈢

県
の
基
本
設
計
で
は
、
産
科
の
個
室
は
四
室
以
下

で
あ
る
。
し
か
し
、
民
間
で
は
「
産
科
は
個
室
」
が

常
識
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
加
茂
病
院
に
妊
婦
は
来

な
い
。
民
間
の
産
科
は
小
さ
な
と
こ
ろ
で
も
十
九
床
は

持
っ
て
い
る
。
加
茂
病
院
の
産
科
も
病
室
は
す
べ
て
個



室
と
し
、
二
十
室
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣

県
の
基
本
設
計
の
現
段
階
で
は
、
県
当
局
は
、
十

五
の
診
療
科
の
う
ち
、
皮
膚
科
、
神
経
内
科
、
放
射

線
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
に
常
勤
医
師
を
置

か
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
新
し
い
加
茂
病
院
は

立
派
で
重
要
な
病
院
で
あ
り
、
基
幹
病
院
の
第
一
の

補
完
病
院
と
な
る
の
で
、
す
べ
て
の
診
療
科
に
常
勤

医
師
を
置
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

㈤

麻
酔
科
を
設
置
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

㈥

加
茂
市
の
三
つ
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
加
茂

病
院
か
ら
往
診
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

㈦

加
茂
病
院
に
病
児
保
育
園
（
病
児
・
病
後
児
保
育

施
設
）
を
設
置
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
件
に
つ

き
ま
し
て
は
、
一
月
十
四
日
に
田
上
町
の
佐
藤
町
長

さ
ん
と
私
と
で
、
泉
田
知
事
さ
ん
に
要
望
書
を
提
出

い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
要
望
書
も
こ
の
広
報
か
も
一

月
号
に
載
せ
て
あ
り
ま
す
。

㈧

が
ん
の
早
期
発
見
に
絶
大
な
能
力
を
有
す
る
Ｐ
Ｅ

Ｔ
‐
Ｃ
Ｔ
（
ペ
ッ
ト
・
シ
ー
テ
ー
）
を
新
し
い
加
茂

病
院
に
ぜ
ひ
と
も
設
置
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

㈨

新
し
い
加
茂
病
院
に
お
い
て
は
、
病
室
の
暖
房
と

冷
房
を
夜
止
め
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

㈩

透
析
に
つ
い
て
は
、
加
茂
市
で
大
勢
の
患
者
に
行

っ
て
お
ら
れ
る
病
院
が
あ
る
が
、
こ
の
病
院
と
は
調

和
を
保
ち
つ
つ
、
加
茂
病
院
で
も
で
き
る
態
勢
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

二
．

今
年
に
お
い
て
も
、
第
四
平
成
園
の
構
想
の
策
定
の

準
備
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
成
二
十

五
年
の
十
二
月
に
第
三
平
成
園
の
後
期
工
事
が
完
成

し
、
施
設
介
護
を
必
要
と
す
る
人
は
、
全
員
介
護
施
設

に
入
所
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
後
施
設
介

護
を
必
要
と
す
る
人
が
大
幅
増
加
い
た
し
ま
す
の
で
、

そ
れ
に
備
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

三
．
㈠

平
成
十
三
年
小
泉
内
閣
が
出
現
し
て
、
小
泉
内
閣

と
安
倍
第
一
次
内
閣
と
で
地
方
へ
よ
こ
す
地
方
交
付

税
交
付
金
を
極
め
て
大
幅
に
削
減
し
て
、
加
茂
市
に



対
し
て
も
毎
年
実
に
十
億
三
千
万
円
の
地
方
交
付
税

交
付
金
が
来
な
く
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
加
茂
市
の
職
員
の
半
分
に
あ
た
る
百
五
十
人

分
の
人
件
費
に
相
当
す
る
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
な
も
の
で

あ
り
ま
し
た
。
即
ち
、
地
方
暗
黒
時
代
の
到
来
で
ご

ざ
い
ま
す
。

㈡

こ
れ
に
対
し
て
加
茂
市
は
「
市
政
の
高
い
水
準
は

一
切
落
と
さ
な
い
」
と
の
基
本
方
針
の
下
、
福
祉
、

商
工
業
支
援
、
農
業
支
援
、
教
育
の
水
準
は
一
切
落

と
す
こ
と
な
く
、
市
内
の
団
体
等
に
対
す
る
補
助
金

も
一
切
削
減
せ
ず
、
ま
こ
と
に
不
本
意
な
が
ら
人
件

費
削
減
と
諸
経
費
の
節
約
を
以
て
対
応
し
、
八
十
人

の
人
員
削
減
を
行
っ
て
、
職
員
数
を
三
百
三
十
人
か

ら
二
百
五
十
人
に
減
ら
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

㈢

こ
の
へ
ん
で
一
段
落
し
た
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し

た
と
こ
ろ
、
安
倍
内
閣
に
な
っ
て
、
二
十
六
年
度
に

再
び
県
と
市
町
村
に
対
し
、
地
方
交
付
税
交
付
金
を

大
幅
に
削
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
加
茂
市
で
も
、
さ

ら
に
毎
年
ベ
ー
ス
で
八
千
三
百
万
円
の
地
方
交
付
税

交
付
金
が
削
減
さ
れ
ま
し
て
、
地
方
暗
黒
時
代
が
再

来
い
た
し
ま
し
た
。
も
は
や
、
加
茂
市
の
予
算
で
切

る
と
こ
ろ
は
ど
こ
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ま
こ
と
に

不
本
意
な
が
ら
、
職
員
が
十
人
辞
め
て
も
、
十
五
人

辞
め
て
も
一
人
し
か
採
用
し
な
い
と
い
う
厳
し
い
政

策
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

㈣

安
倍
内
閣
は
地
方
創
生
、
地
方
で
雇
用
を
増
や
す

と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
や
る
こ
と
は
、
ど
う
見
て

も
そ
の
反
対
で
あ
り
ま
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総   第  ３５  号 

平成２７年 １月１６日 

 

 

新潟県知事 泉 田 裕 彦 様 

 

 

加茂市長 小 池 清 彦 

 

 

新潟県立加茂病院改築事業基本設計に対する要望書 

 

 

このたび平成２７年１月１４日付で新潟県立加茂病院改築事業基本

設計が発表されましたが、これに対し、下記のとおり御要望申し上げま

す。 

 

記 

 

１ ４階建て一部５階建てのこの基本設計を改めて、完全５階建てとし

ていただきたい。 

  なお、６階の多目的ラウンジは、この基本設計のとおりで結構です。 

  この結果、現在の加茂病院の延床面積が約 10,000 ㎡となっている

のを、この基本設計では、延床面積が約 13,000 ㎡となっております

が、当方の提案では、15,000 ㎡となります。 

  県立加茂病院と同規模（１７９床）の福井県鯖江市にある２市３町

の組合立の公立丹南病院は、最近建て替えられた病院ですが（平成 

２４年５月新病院で診療開始）、延床面積は、15,070㎡であります。 
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２ 病床数は、この基本設計では１８０床となっているのを５０床以上

増やし、２３０床以上としていただきたい。 

 

３ この基本設計では、産科の個室は４室以下であります。これでは全

く不十分ですので、２０室以上にしていただきたい。通常の民間病院

と同様に、産科の入院室は、すべて個室にしていただきたい。 

 

４ この基本設計の段階では、１５の診療科のうち、皮膚科、神経内科、

放射線科、リハビリテーション科には、常勤医師が置かれないことに

なっています。すべての診療科に常勤医師を置いていただきたい。 

 

５ 麻酔科を設置していただきたい。 

 

６ 加茂市の３つの特別養護老人ホームに、加茂病院から往診をしてい

ただきたい。 

 

７ 加茂病院に病児保育園即ち病児・病後児保育施設を設置していただ

きたい。 

 

８ がんの早期発見に絶大な能力を有するＰＥＴ－ＣＴをぜひとも設

置していただきたい。 

 

９ 新しい加茂病院においては、病室の暖房と冷房を夜に停止すること

なく、一晩中作動させていただきたい。これに関連して、病院中の各

室で「入」「切」ができるようにしていただきたい。 

 

10 透析については、加茂市で大勢の患者に行っておられる病院がある

ので、この病院とは調和を保ちつつ、加茂病院でもできる態勢にして

いただきたい。 
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〔 説 明 〕 

 

１ 建物の形状及び延床面積について 

 

⑴ 新しい加茂病院は、新しく建てられる「救命救急センター併設の

基幹病院」の第一の補完病院であります。従って、後述のように極

めて多くの患者が加茂病院に搬送されて来ます。また立派で重要な

加茂病院には、多くの救急患者が直接搬送されて来ます。従って、

１５０床から１００床に減らされてしまった一般病床では、到底対

応しきれず、５０床以上の増床が必要になります。 

 

 ⑵ また、産科の入院の個室は、４室以下では到底足りず、２０室以

上が必要であります。 

 

 ⑶ そのためには、延床面積を大幅に増やす必要がありますので、 

６階の多目的ラウンジは別として、４階建てで一部５階建てのこの

基本設計を変更し、完全な５階建てとされますようお願い申し上げ

ます。 

 

 ⑷ この結果、延床面積は、13,000 ㎡が 15,000㎡となります。 

 

 ⑸ 県立加茂病院と同規模（１７９床）の福井県鯖江市にある２市 

３町の組合立の公立丹南病院は、最近建て替えられた病院ですが 

（平成２４年５月新病院で診療開始）、延床面積は、15,070 ㎡であ

り、加茂病院の基本設計は 2,000 ㎡も少なくなっており、甚だ狭あ

いであります。 

  

 ⑹ 新設の建物は、今後５０年～６０年は建て替えられずに存続する

ことになります。一方医学の進歩は驚異的であり、新たなスペース
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が次々に必要となってくることは、確実であります。このためにも、

完全な５階建ての建物とし、延床面積を 15,000 ㎡とすることは、

絶対に必要であります。 

 

２ 病床数について 

 

⑴ 新しい加茂病院は、新しく建てられる「救命救急センター併設の

基幹病院」の第一の補完病院であります。 

 

 ⑵ ところが、基幹病院の救命救急センターは、最も規模の小さい部

類の１９床のものであります。しかるに、このセンターには、極め

て多くの救急患者が搬送されて来ますので、各救急患者を長く置い

てはおけず、第一の補完病院である加茂病院には、極めて大勢の患

者が基幹病院から搬送されて来ます。 

 

 ⑶ 一方、この基本設計では、療養病床を３０床から５０床に２０床

増やし、新たに緩和ケア病床を３０床設けることにしたため、５０

床の増床が必要となり、その分一般病床を１５０床から１００床に

減らしております。 

 

 ⑷ しかし、新しい加茂病院は、立派で重要な病院となるのであり、

入院患者は多くなります。 

 

 ⑸ さらに基幹病院の第一の補完病院として、基幹病院から搬送され

て来る極めて多数の患者に対し、また、さらに立派になった加茂病

院に直接搬送されて来る多数の救急患者に対し、わずか１００床で

対応することは、不可能であります。 

  

 ⑹ 他方、厚生労働省が定めた病床数の基準によれば、県央地域には、
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７８床の病床が余っており、これだけの余裕があります。このうち

５０床以上を加茂病院の一般病床を元へ戻すのに使うべきであり

ます。 

 

３ 産科の個室について 

 

⑴ 民間病院では、「産科は個室」が常識であります。民間病院では、

ホテルのような個室を備えることを競っております。その結果、妊

婦の方々は、豪華な個室によって、入院する病院を決めているのが、

実情であります。その病院の医師と助産師の数や緊急な場合の対応

能力で病院を決めているのではないのです。 

 

 ⑵ 以前に加茂病院の産科へ来る妊婦が減ってしまったのは、まこと

に単純な理由によるのであります。加茂病院には入院の個室が極め

て少なく、民間の病院には、豪華な個室が十分にあるというただそ

れだけの理由で、加茂病院の産科へ来る人が減ってしまったのであ

ります。 

 

 ⑶ この基本設計では、産科の個室は４室以下ですので、話になりま

せん。再び以前の加茂病院同様、妊婦が来なくなります。 

 

 ⑷ 産科には、２０室以上の個室が必要です。通常の民間の産科病院

では、１９室の個室を持っているのです。通常の民間病院と同様に、

産科はすべて個室にしなければ、以前と同様妊婦は加茂病院へは来

ません。 

 

 ⑸ 毎年の出産数は、加茂市で約１８０人、田上町で約７０人です。

さらに新津にも、五泉にも、阿賀町にも、産科はありません。従っ

て、加茂病院は、毎年５００人以上の妊婦を受け入れる必要があり
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ます。この方々をすべて個室で受け入れるのでなければ、妊婦の

方々は加茂病院へは来ません。その結果、加茂、田上、新津、五泉、

阿賀町の妊婦の方々は、塗炭の苦しみを受けることになるのであり

ます。 

  

４ すべての診療科への常勤医師の配置について 

 

⑴ 加茂病院は、県立の立派で重要な病院である以上、１５の診療科

のすべてに常勤医師を置く必要があります。 

 

 ⑵ 特に加茂病院は、「救命救急センター併設の基幹病院」の第一の

補完病院であります。他方、基幹病院の救命救急センターは、わず

か１９床の小規模のものです。従って、救命救急センターへ搬送さ

れた救急患者は、基幹病院へ長く置いておくことはできず、搬送入

院後短期間のうちに加茂病院へ搬送されて来ます。また、立派で重

要な加茂病院には、多数の救急患者が直接搬送されて来ます。救急

患者の診療科は、すべての診療科にわたりますから、１５の診療科

のすべてに常勤医師を配置することがぜひとも必要であります。 

 

 ⑶ この基本設計の段階においても、県当局は、依然として、１５の

診療科のうち皮膚科、神経内科、放射線科、リハビリテーション科

には、常勤医師を配置しないことになっているとのことですが、上

記の理由から見れば、この４つの診療科にも常勤医師を必ず配置す

る必要があります。 

 

５ 麻酔科の設置について 

 

⑴ 新しい加茂病院は、立派で重要な県立病院であります。また、「救

命救急センター併設の基幹病院」の第一の補完病院であります。 
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 ⑵ 従って、高度の手術がなされることになり、また、救急搬送後短

期間に患者が送られて来ますので、急遽高度の再手術をする必要が

生ずることもあります。 

 

 ⑶ また、こうした立派で重要な病院ですから、多くの救急患者が直

接加茂病院に搬送されて来ますので、高度の手術がなされることに

なります。 

 

 ⑷ このため、麻酔科をぜひとも設置する必要があります。 

 

 ⑸ 加茂病院と同規模の福井県の公立丹南病院には、麻酔科が置かれ

ています。 

 

６ 加茂市の３つの特別養護老人ホームへの往診について 

 

⑴ 新しい加茂病院の基本理念では、「地域の人々の健康維持・増進

に貢献します。」とされ、また、基本方針では、「地域社会及び他の

医療機関との密接な連携に努めます。」、「適切な高齢者医療を行い

ます。」とされています。 

 

 ⑵ かつて、加茂市の特別養護老人ホームが１つだけあった当時は、

加茂病院の医師が加茂市の特別養護老人ホームへ往診しておられ

ました。それが、その後来なくなってしまわれたのであります。 

 

 ⑶ 加茂市の３つの特別養護老人ホームでは、医師の確保に大層苦し

んでおります。現在は、週１回午後に、三条市の大渓秀夫先生が平

成園と第二平成園へ、加茂市の小池昭彦先生が第三平成園へ往診し

ておられます。両先生からは、早く後任を探してほしいと要望され
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ておりますが、後任の先生が見つからない状況であります。 

 

 ⑷ 新しい加茂病院の基本理念と基本方針にのっとり、ぜひとも新し

い加茂病院からの往診をお願い申し上げます。 

 

７ 病児保育園（病児・病後児保育施設）の設置について 

 

 ⑴ 平成２７年１月１４日佐藤田上町長と私加茂市長とで、この要望

をさせていただきました。 

 

 ⑵ 病児保育園（病児・病後児保育施設）は、現在その必要性が強く

叫ばれているものであります。現在は、女性の社会進出が一般化し、

いわゆる夫婦共働きが圧倒的に多くなっております。この場合、子

供が病気になりますと、夫婦のいずれか、通常の傾向としては母親

が仕事を休まざるをえなくなります。しかし、仕事を休むことには、

大きな困難が伴っておりまして、病気の子どもを預かる病児保育園

（病児・病後児保育施設）の設置が今や必要不可欠となっておりま

す。 

 

 ⑶ しかし、病児保育園（病児・病後児保育施設）には、看護師だけ

でなく、医師の存在が不可欠なため、加茂市でも田上町でも、これ

を設けることが不可能な実情にあります。 

 

 ⑷ 一方、県立加茂病院と同規模（１７９床）の福井県鯖江市にある

２市３町の組合立の公立丹南病院は、最近建て替えられた病院です

が（平成２４年５月新病院で診療開始）、そこには病児・病後児保

育施設が設置され、鯖江市から委託を受けております。（他市町村

の乳幼児が利用した場合には、鯖江市が費用を立て替えておりま

す。） 
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 ⑸ 加茂市と田上町に病児保育園（病児・病後児保育施設）を設ける

ためには、新しい加茂病院に設置していただく以外に方法はありま

せん。 

 

⑹ 幸いに、基本設計では、病院の職員のための保育所が設けられる

ことになっておりますので、加茂市民と田上町民のための病児保育

園（病児・病後児保育施設）をも設けていただきたく、強く御要望

申し上げます。 

 

 ⑺ この件について、早急に協議に入らせていただければ、有難く存

じます。 

 

８ ＰＥＴ－ＣＴの設置について 

  

⑴ 医学の進歩は、めざましいものがあり、多くの病気が治る時代と

なりました。とりわけ「がん」は、早期発見が最も重要であります。

「がん」の早期発見において、最近大きな威力を発揮しているのが

ＰＥＴ－ＣＴであります。これは御承知のように、受診者を全身こ

のＰＥＴ－ＣＴにかけますと、「がん」のある部位あるいは「がん」

が疑われる部位が光るというものであります。 

 

 ⑵ このＰＥＴ－ＣＴは、今や病院において、なくてはならない医療

機器となっているものであります。いわんや新しい病院においては、

優先順位第一で備えつけなければならない医療機器であります。ぜ

ひとも設置をよろしくお願い申し上げます。 

 

９ 夜間冷暖房を止めないことへのお願い 

 

⑴ 現在の加茂病院には、高橋芳右院長先生をはじめとして名医がそ
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ろっておられ、看護師さん、技師さん、事務局の方々も、それぞれ

練達しておられます。そして、患者さんに優しくして下され、患者

の方々の評判も極めて高いものがあります。 

 

 ⑵ しかし、１つだけ問題なのが、夜になると入院室の冷暖房を止め

てしまわれることであります。これは病人の病状を悪化させること

にもなり、付き添わなければならない状況にある人達にとっても、

苦しいことであります。 

 

 ⑶ 新しい加茂病院は、最も近代的な立派な病院になります。新しい

加茂病院においては、夜も絶対に冷暖房を停止されないよう強くお

願い申し上げます。 

 

 ⑷ そのため、冷暖房は１日中昼夜ともに作動させていただき、病院

中の各室で「入」と「切」ができるようにしていただきたく、何と

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

10 透析について 

 

⑴ 透析については、加茂市において、さくらクリニックで大勢の患

者に行っておられ、心から感謝しております。 

 

 ⑵ しかし、新しい加茂病院は、立派で重要な病院でありますので、

加茂病院では透析ができないというわけには行かなくなっている

と思います。 

 

 ⑶ さくらクリニックとは調和を保ちつつ、加茂病院でも透析ができ

る態勢にしていただくようお願い申し上げます。 
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平成２７年 １月１４日 

 

 

新潟県知事 泉 田 裕 彦 様 

 

 

田上町長 佐 藤 邦 義 

 

 

加茂市長 小 池 清 彦 

 

 

 

新潟県立加茂病院建設に伴う病児・病後児保育 

施設設置の要望書 
 

 

 日頃、田上町・加茂市の福祉事業推進につきましては、 

格別な御高配を賜り深く感謝申し上げます。 

 新潟県立加茂病院の整備につきましては、地域密着型の

病院モデルを目指し、県央基幹病院との連携を図る後方病

院の役割を担うことを目的に、このたび基本設計を作成中

と承知しております。 

一方、乳幼児を持つ子育て中の保護者からは、子どもが

急な発熱でも仕事を休むことができないなど、病気の子供

⓱



や体調不良となった児童の受け入れ先について、子どもを

預けたくてもこの地域にそういった施設が無く、安心して

子供を育てられないなどという声が以前から多くあります。 

新潟県では保育施設の充実や病児・病後児保育の必要性

を感じておられることと存じますが、田上町・加茂市では

医療機関との連携を行っている施設を現在つくることが不

可能なことから、新潟県立加茂病院の建設に併せて、地域

と連携する病児・病後児保育施設の設置を強くお願いする

ものであります。 

なお、県立加茂病院と同規模（179 床）の福井県鯖江市

にある公立丹南病院は、最近建て替えられた病院（平成 24

年５月新病院で診療開始）ですが、そこには、病児・病後

児保育施設が設置され、鯖江市から委託を受けております。

(他市町村の乳幼児が利用した場合は、鯖江市が費用を立て

替えております。) 

 田上町・加茂市におけるこれらの事情をご賢察の上、 

新潟県立加茂病院の一日も早い完成を願いながら、特段の

御高配を賜りますよう御要望申し上げます。 
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